
スタート
令和７年１月１日現在、
甲府市に住んでいる

甲府市に申告する必要はありません。
令和７年１月１日に住所があった
市区町村へ相談してくださいいいえ

はい

前年中（令和６年１月～１２月）にどのような収入がありましたか？

主に給与収入 主に年金収入 主に営業・農業・不動産

給与収入が2,000万円
を超えている

年金収入が400万円
を超えている

所得の合計額が所得税の控除
の合計額を超えている、

または毎年確定申告している

結果③へ 結果③へ
結果③へ 結果①へ

勤務先は１か所だけで
年末調整している（複
数であっても年末調整で

合算している）場合は
「はい」へ

はい はい

はい

いいえ いいえ
いいえ

はい

給与以外の所得がある

はい

給与以外の所得が20万円
を超えている

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

いいえ

所得の合計額が所
得税の控除の合計
額を超えている

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

いいえ

控除の追加がある

結果①へ

はい いいえ

結果⑤へ

年金以外の所得がある
いいえ

控除（扶養控除や
医療費控除など）
の追加があるはい

年金以外の所得が20万円
を超えている

はい いいえ

結果③へ 結果①へ

はい いいえ

結果④へ

収入なし又は非課税所得のみ
非課税所得とは・・・遺族の受ける恩給
や年金、障害年金、給付金（国民健康保
険・後期高齢者医療保険・失業等）、児
童手当、公立高校の修学支援金など

結果②へ

① 市・県民税の申告
が必要です

所得税源泉徴収済みで、申告によって所得税の還付を受ける際は、確定申告が必要です。
確定申告をした方は、市県民税の申告は必要ありません。

② 市・県民税の申告
が必要です

「※」・・・次のいずれかに該当する方は必ず【収入なし】の申告をしてください。
・税証明等が必要な人
・国民健康保険に加入している方
・後期高齢者医療保険に加入している方
・お子さまを保育園・認定こども園等に預ける方
・介護保険第一号被保険者(６５歳以上の方)
・児童手当・児童扶養手当・特別障害者手当・障害児童福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶
養手当を受給されている方、障がい者に関するサービスを利用される方、ひとり親家庭や重度心
身障がい者など医療費助成の認定を受けている方
・自立支援医療受給者証の申請をされる方
・２０歳前の障がいによって障害基礎年金を受給していて、毎年7月に現況届を提出する方
・課税(非課税)証明書・所得証明書などを必要とする方

③ 所得税の確定申告
が必要です

所得税の確定申告をすれば、市県民税の申告は必要ありません。
なお、所得税確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・金額があれば必
ず記入してください。

④ 所得税の確定申告・市県民税の申告は、必要ありません。

⑤ 勤務先から甲府市に「給与支払報告書」が提出されている場合は、所得税の確定申告・市県民税の申告は、必要ありま
せん（提出されているか不明の場合は、勤務先に連絡してください。）

あなたの申告は必要？
フローチャートを参考に確認してください。
※フローチャートは一般的な例を示しています。ご自身の状況によって変
わる場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

※甲府市内に住んでいる人の扶養親族として
申告されている人を除く

●市内にお住まいの方(令和７年１月１日現在)
で、申告書が自宅に届かない場合でも申告が必
要な場合があります。ご自身の収入などを確認
して、早めの申告をお願いします。

［64歳までの方］年金収入
101万5,000円を超えている
［65歳以上の方］年金収入
151万5,000円を超えている

はい いいえ

結果①へ 結果④へ
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